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議員定数等に関する 特別委員会調査報告
　平成27年12月定例会において設置された特別委員会の調査が終了し、 議長に報告書が提出され
ました。 また平成28年12月定例会において黒澤委員長から報告がありましたので、 ここにその概要
を掲載いたします。

　

本
特
別
委
員
会
は
、「
議
員

定
数
と
そ
れ
に
伴
う
常
任
委
員

会
数
」、「
議
員
報
酬
」
及
び
「
政

務
活
動
費
」
に
関
す
る
こ
と
を

付
議
事
件
と
し
て
調
査
研
究
を

進
め
る
た
め
、
平
成
27
年
12
月

定
例
会
の
本
会
議
に
お
い
て
設

置
さ
れ
、
議
長
か
ら
指
名
さ
れ

た
委
員
７
名
で
構
成
し
、
こ
れ

ま
で
に
委
員
会
を
８
回
開
催
し

て
慎
重
に
調
査
検
討
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。
こ
の
度
、
当
委
員

会
の
調
査
研
究
が
終
了
し
、
そ
の

結
果
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

　

初
め
に
、「
議
員
定
数
と
そ

れ
に
伴
う
常
任
委
員
会
数
」
に

つ
い
て
は
、
議
員
定
数
は
平
成

23
年
の
地
方
自
治
法
第
96
条
の

改
正
に
よ
る
議
員
定
数
上
限
撤

廃
に
伴
い
、
各
地
方
自
治
体
の

自
主
的
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
適
正

定
数
を
導
き
出
す
明
確
な
法
的

根
拠
や
基
準
が
な
い
こ
と
か

ら
、
本
特
別
委
員
会
で
は
、

大
田
原
市
議
会
基
本
条
例
第

25
条
に
基
づ
き
、
適
正
判
断
の

基
準
を
、①
大
田
原
市
の
将
来

人
口
と
面
積
及
び
地
域
特
性
へ

の
配
慮
、②
県
内
自
治
体
並
び

に
国
内
類
似
自
治
体
と
の
比

較
、③
議
会
改
革
・
活
性
化
に

必
要
な
議
員
間
討
議
機
能
の
確

保
、④
全
議
員
か
ら
の
適
正
定

数
確
認
、⑤
市
民
か
ら
の
意
見

に
対
す
る
配
慮
の
５
項
目
を
設

定
し
、
適
正
定
数
を
位
置
づ
け

ま
し
た
。

　

調
査
検
討
の
結
果
、
平
成
31

年
11
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
市

議
会
議
員
選
挙
か
ら
、
議
員
定

数
を
現
在
の
26
名
か
ら
５
名
減

の
21
名
と
し
、
常
任
委
員
会
数

を
現
在
の
４
委
員
会
か
ら
１
委

員
会
減
の
３
委
員
会
と
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

　

常
任
委
員
会
の
内
訳
は
、
総

務
常
任
委
員
会
と
建
設
産
業
常

任
委
員
会
は
そ
の
ま
ま
継
続

し
、
民
生
常
任
委
員
会
と
文
教

常
任
委
員
会
を
統
合
し
て
、
新

た
に
民
生
文
教
常
任
委
員
会
を

設
置
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

次
に
、「
議
員
報
酬
」
に
つ

い
て
は
、
市
長
の
諮
問
機
関
で

あ
る
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
に

委
ね
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
、

議
長
か
ら
市
長
に
対
し
て
当
審

議
会
の
開
催
を
要
請
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
と
の
結
論
に
至
り

ま
し
た
。

　

な
お
、
そ
の
際
に
は
、
審
議

会
に
お
け
る
議
論
の
参
考
と
な

る
よ
う
、
本
特
別
委
員
会
の
報

告
書
を
執
行
部
に
提
出
す
る

も
の
と
し
ま
し
た
。

　

次
に
、「
政
務
活
動
費
」
に

つ
い
て
は
、
現
在
と
同
様
に
、

今
期
の
任
期
中
は
政
務
活
動
費

を
引
き
続
き
支
給
し
な
い
と
の

結
論
に
至
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
改
選
後
に
つ
い
て

は
、
そ
の
時
期
の
状
況
判
断
を

的
確
に
行
い
、
改
め
て
検
討
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
市
民
は
今
後
の
議

会
改
革
と
更
な
る
活
性
化
に
大

き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
議
員
定
数
の
削
減
に
伴

い
、
議
会
の
弱
体
化
を
招
く
こ

と
の
な
い
よ
う
、
議
員
一
人
ひ

と
り
が
不
断
の
努
力
に
よ
り
、

よ
り
一
層
の
資
質
向
上
に
努
め

る
と
共
に
、
議
会
の
総
力
を
結

集
し
て
、
地
域
民
主
主
義
の
確

立
の
た
め
の
議
会
改
革
、
議
会

活
性
化
の
歩
み
を
進
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
市
民
か
ら
更
に
信

頼
さ
れ
る
開
か
れ
た
議
会
を
目

指
し
て
い
き
ま
す
。

前回の演説の様子
議長及び委員長から市長へ報告書を提出

おおたわら市 議会だより 平成 29年 2月1日 （18）


